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５
月
31
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー
で

す
。
ま
た
、
禁
煙
デ
ー
に
始
ま
る

１
週
間
は
禁
煙
週
間
で
す
。
こ
れ

を
き
っ
か
け
に
禁
煙
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

喫
煙
の
害

　

喫
煙
に
よ
る
呼
吸
器
系
へ
の
影

響
は
大
き
く
、
喫
煙
者
の
約
８
割

に
肺
気
腫
と
い
う
病
気
が
み
ら
れ

ま
す
。
タ
バ
コ
に
は
30
〜
40
種
類

も
の
発
が
ん
物
質
が
含
ま
れ
て
お

り
、
口
か
ら
の
ど
を
通
っ
て
肺
に

入
り
、
肝
臓
で
代
謝
さ
れ
、
尿
に

排
泄
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
そ

の
通
り
道
に
あ
る
臓
器
は
、
す
べ

て
が
ん
に
な
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

特
に
生
涯
タ
バ
コ
を
吸
う
人
の

約
２
割
は
肺
が
ん
に
な
る
と
予
測

さ
れ
て
い
ま
す
。

禁
煙
の
身
体
的
メ
リ
ッ
ト

・
せ
き
や
た
ん
が
減
っ
て
呼
吸
が

楽
に
な
る
。

　

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
在
学

期
間
中
の
国
民
年
金
保
険
料
を
猶

予
す
る
制
度
で
す
。
大
学（
大
学

院
）、
短
大
、
高
等
学
校
、
高
等

専
門
学
校
、
専
修
学
校
等
に
在
学

す
る
20
歳
以
上
の
人
で
、
学
生
本

人
の
所
得
が
１
１
８
万
円
以
下
の

人
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

手
続
き
は
ど
こ
で
で
き
る
の
？

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係（
旧

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
２
階
）ま
た

は
、
小
諸
社
会
保
険
事
務
所
で
手

続
き
が
行
え
ま
す
。
手
続
き
に
は

学
生
証
の
写
し
か
在
学
証
明
書
、

印
鑑
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
前
年
の
所
得
を
確
認
す
る
た
め
、

申
請
は
毎
年
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
？

メ
リ
ッ
ト
①

　

在
学
期
間
中
の
け
が
や
病
気
な

ど
で
障
害
が
残
っ
た
り
、
死
亡
し

自
分
と
家
族
の
た
め
に
禁
煙
を
始
め
ま
し
ょ
う
。

学
生
納
付
特
例
制
度
の
お
知
ら
せ

　

―
20
歳
以
上
の
学
生
で

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ
―

・
味
や
に
お
い
が
よ
く
分
か
る
よ

う
に
な
る
。

・
寝
つ
き
や
目
覚
め
が
良
く
な
る
。

・
顔
色
や
胃
の
調
子
が
良
く
な
る
。

禁
煙
を
始
め
る
に
は

・
タ
バ
コ
や
、
ラ
イ
タ
ー
、
灰
皿

を
捨
て
、
吸
い
た
く
て
も
吸
え

な
い
状
況
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

・「
病
気
に
な
り
た
く
な
い
」「
家

族
の
健
康
に
よ
く
な
い
」な
ど
、

禁
煙
す
る
理
由
を
、
し
っ
か
り

と
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

・
禁
煙
を
宣
言
す
る
こ
と
で
、
周

り
の
人
の
協
力
が
得
ら
れ
ま
す
。

　

禁
煙
は
何
よ
り
も
続
け
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
一
日
、
一
日
の
積

み
重
ね
を
大
事
に
し
て
、
今
日
か

ら
禁
煙
を
始
め
ま
し
ょ
う
。

　
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課　

健
康
推
進
係

（
32
）２
５
５
４

た
り
と
い
っ
た
万
が
一
の
と
き
に

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
が
発

生
し
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト
②

　

国
民
年
金
の
納
付
の
時
効
は
２

年
間
で
す
が
、
学
生
納
付
特
例
の

承
認
を
受
け
た
期
間
は
、
承
認
さ

れ
て
か
ら
10
年
間
保
険
料
を
納
め

る
こ
と（
追
納
）が
出
来
ま
す
。

※
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た

め
に
は
、
年
金
資
格
期
間（
保

険
料
納
付
期
間
、
免
除
・
猶
予

承
認
期
間
な
ど
）が
25
年
以
上

満
額
受
給
す
る
た
め
に
は
40
年

以
上
の
保
険
料
納
付
期
間
が
必

要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
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小
諸
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　
　
　
（
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